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児
童
扶
養
手
当
と
公
的
年
金

給
付
・
遺
族
補
償
等
と
の
併

給
制
限
の
変
更
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
・
死

亡
・
遺
棄
な
ど
の
理
由
で
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
児
童
に
つ
い
て
手
当
を
支
給
す

る
制
度
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金
給
付
・

遺
族
補
償
等
を
受
給
し
て
い
る

（
で
き
る
）場
合
に
は
、
児
童
扶
養

手
当
を
受
給
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
児
童
扶
養
手
当
と
公

的
年
金
給
付
・
遺
族
補
償
等
の
併

給
制
限
が
変
更
さ
れ
、
児
童
扶
養

手
当
よ
り
も
低
額
の
公
的
年
金
給

付
・
遺
族
補
償
等
を
受
給
し
て
い

る
場
合
に
は
、
手
続
き
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
差
額
分
の
手
当

を
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
施
行
日
は
平
成
26
年
12
月
1

日
で
す
。

■
対
象
と
な
る
方

⑴�

児
童
扶
養
手
当
の
手
当
額
よ
り

も
低
額
の
公
的
年
金
給
付
・
遺

族
補
償
等
を
受
給
し
て
い
る
方

児
童
扶
養
手
当
の
請
求
手
続
き

に
よ
り
、
そ
の
差
額
分
の
手
当
を

支
給
し
ま
す
。
施
行
は
平
成
26
年

12
月
分（
平
成
27
年
４
月
払
い
）か

ら
で
す
。
経
過
措
置
が
あ
り
、
平

成
27
年
３
月
末
ま
で
に
手
続
き
を

し
た
場
合
、
施
行
日
に
要
件
を
満

た
し
て
い
る
方
は
施
行
月
か
ら
、

そ
れ
以
外
の
方
は
要
件
を
満
た
し

た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま

す
。

⑵�

障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加
算
を

受
給
せ
ず
、
児
童
扶
養
手
当
を

受
給
し
て
い
る
児
童
が
い
る
方

障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加
算
を

受
給
し
た
上
で
、
加
算
額
が
対
象

児
童
に
係
る
手
当
額
を
下
回
る
場

合
に
、
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手

当
を
支
給
し
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
月
額

■
手
続
き

児
童
扶
養
手
当
額
と
公
的
年
金
・

遺
族
補
償
等
の
受
給
額
を
比
較
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
心

当
た
り
の
方
は
、
ま
ず
は
、
こ
ど

も
福
祉
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
福
祉
課

☎（
52
）1
1
1
4

「
子
育
て
応
援

し
も
つ
け
っ
子
プ
ラ
ン
」

に
つ
い
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す

市
で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
ス

タ
ー
ト
す
る
「
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
新
制
度
」
で
の
事
業
計
画
等

を
定
め
る
た
め
に
、「
子
育
て
応

援　

し
も
つ
け
っ
子
プ
ラ
ン
」
を

今
年
度
末
ま
で
に
策
定
し
ま
す
。

プ
ラ
ン
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、

市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
お
い

て
、
昨
年
度
か
ら
６
回
に
わ
た
り
、

ニ
ー
ズ
調
査
結
果
や
現
状
と
課
題

等
を
基
に
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
プ
ラ
ン
の
素
案
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
市
民
の

皆
様
か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

■
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
と
は
？

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基

づ
き
事
業
計
画
等
を
調
査
審
議
す

る
た
め
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
委

員
は
、
公
募
に
よ
る
市
民
、
子
ど

も
の
保
護
者
、
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
に
関
す
る
事
業
の
従
事
者
、

学
識
経
験
者
な
ど
15
名
以
内
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
会
議
は
、
計
画
策
定
後
も
子

育
て
支
援
施
策
の
実
施
状
況
を
調

査
審
議
す
る
な
ど
継
続
し
て
点

検
・
評
価
・
見
直
し
を
行
っ
て
い

く
重
要
な
機
関
と
な
り
ま
す
。

■
公
表
す
る
資
料

子
育
て
応
援　

し
も
つ
け
っ
子

プ
ラ
ン（
案
）

■
資
料
の
閲
覧
場
所

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
次
の

場
所
で
文
書
閲
覧
で
き
ま
す
。

①
総
合
政
策
課
（
国
分
寺
庁
舎
２

　

階
）

②
こ
ど
も
福
祉
課
（
石
橋
庁
舎
１

　

階
）

③
市
民
課
南
河
内
窓
口
（
南
河
内

　

図
書
館
２
階
）

※
閲
覧
時
間
は
土
・
日
・
祝
日
を

　

除
く
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

　

時
15
分

■
意
見
の
募
集
期
間

12
月
５
日
㈮
～
25
日
㈭

※
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
、

　

直
接
持
参
の
い
ず
れ
の
場
合
も

　

12
月
25
日
㈭
午
後
５
時
15
分
ま

　

で
（
必
着
）

■
意
見
の
提
出
方
法

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
次

の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

①
郵
送
ま
た
は
持
参

〒
３
２
９
‒
０
５
９
４

下
野
市
石
橋
５
５
２
‒
４

下
野
市
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
福

祉
課
あ
て
（
石
橋
庁
舎
内
）

②
（
52
）１
１
３
７

③

kodom
ofukushi@

　

city.shim
otsuke.lg.jp

※
電
話
で
の
意
見
提
出
は
で
き
ま

　

せ
ん
。

な
お
、
意
見
提
出
の
際
に
は
、

氏
名（
＊
）、
住
所（
＊
）、
性
別
、

年
齢
、
電
話
番
号
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
（
＊
は
必
須
事
項
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
ら
が
明

記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
受
け
付

け
で
き
ま
せ
ん
。）。

■
問
い
合
わ
せ
先

こ
ど
も
福
祉
課

☎（
52
）１
１
１
４

対象児童数 全部支給 一部支給

1 人　 41,020 円 所得に応じて
41,010 円～ 9,680 円

2 人　 46,020 円 児童 1人の手当額に
5,000 円加算した額

3人～ 児童 1人増すごとに
3,000 円加算した額


